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工事　五郎 49
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頁 数 8 １ 0 0 1 頁

生　年　月　日
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新
規
掲
載
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氏　　　　　名

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分
コード

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

技　術　職　員　名　簿

項 番 3 5

有資格
区分
コード

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

CPD単位
取得数

3 5 10

〇
技術　太郎 29

8
000101234567

講
習
受
講

業種
コード

1H7.8.1 30

8

建設　三郎 35
8 （基幹技能者の場合）

01　020014-0001
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【技術職員名簿 記載例】

2

2

2

2

2

2

審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく、常時雇用されてい

る建設業に従事する者（法人の常勤役員及び個人事業主を含む）で、一定の資格又は要件を満たす者について記入しま

す。

（建設業法施行規則第１８条の３第２項第１号、第２号又は第３号に該当する者）

※事前に（公財）青森県建設技術センターで、記載した者の常勤性及び資格の保有状況等について確認を受けてくださ

い。

審査対象年内に新規に技術職員と
なった者につき、○印を記入。

※年齢が若い順に記入。

【審査基準日時点の満年齢について】

審査基準日が令和７年１２月３１日の場合

・生年月日がH3.1.1の者は、民法に基づいて計算すると前日の１２月３

１日の午後１２時になった時点で３５歳となるため、審査基準日時点では、

若年技術職員に該当しない。

→表計算ソフトの関数を使用して計算すると正しい年齢が表示されない

場合があるので、注意。

【業種コード欄及び有資格区分コード欄について】

・経審を受けようとしている業種について、職員１人につき２業種まで記入。

【２業種限定の考え方】下記の①、②いずれの方法でも可能。

【例】通番No.1の「技術太郎」さんが「１級土木施工管理技士」及び「１級建築施

工管理技士」の資格を有している場合

【① １つの資格から２業種選択】

「１級土木施工管理技士」の資格を保有していると、

土・とび・石・鋼・舗・しゆ・塗・水 の８業種で評価対象となりえる。 → 「土」・

「舗」 を申請

業種コード欄に、左から順に「０１」（土木コード）「１３」（舗装コード）と記入。

有資格コード欄は両方とも「１１３」（１級土木施工管理技士コード）と記入。

業種コード 有資格区分コード 業種コード 有資格区分コード

０１ １１３ １３ １１３

【② ２つの資格から１業種ずつ選択】

「１級土木施工管理技士」及び「１級建築施工管理技士」の資格を保有してい

ると、

建・大・左・とび・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具の１６業種で評価対

象となりえる。

→「土」（１級土木施工管理技士の資格を有していること）

「建」（１級建築施工管理技士の資格を有していること）を申請。

業種コード欄に、左から順に「０１」（土木コード）、「０２」（建築コード）と記入。

有資格コード欄に、左から順に「１１３」（１級土木施工管理技士コード）、「１２

０」（１級建築施工管理技士コード）と記入。

業種コード 有資格区分コード 業種コード 有資格区分コード

０１ １１３ ０２ １２０

※記入例の通番１は②により記入しています。

【講習受講欄について】

申請する業種について、下記①～③の要件を全て満たす場合は「１」を、それ以外

の場合は「２」を必ず記入。

①建設業法第１５条第２号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）

②監理技術者資格者証の交付を受けていること

③審査基準日が監理技術者講習（建設業法第２６条の６から第２６条の８の規定に

よる）を受講した日の属する年の翌年から起算して５年を経過していないこと

（上記③の例）監理技術者講習を受講した日が令和２年１０月１日の場合、加点可

能な期間は、令和２年１０月１日から令和７年１２月３１日まで。

監理技術者講習受講日 R2.10.1 ---------------------

受講した日の属する年の翌年 R3.1.1 加点可能な期間

から起算して５年間

R7.12.31        ---------------------

【確認書類】

「講習受講」欄に「１」を記載した場合は、確認書類として、監理技術者資格証（表・

裏（講習修了履歴貼付））の写しを提出。

【基幹技能者について】

01 － 業種コードを記入し、○で囲む

020014-0001 － 基幹技能者講習修了証に記載さ

れている修了証番号を記入。

経審申請時に（公財）青森県建設技術

センターの確認済印が無い場合は受付できません。

【ＣＰＤ単位取得数について】

※「ＣＰＤ単位取得数算定表」の「ＣＰＤ単位（換算後）」の数字を記入。

技術者が審査基準日前１年間に取得したＣＰＤ単位が対象。

・技術者とは、主任技術者若しくは監理技術者になる資格を有する者、又は１級技士補若

しくは２級技士補を指す。

・小数点以下は切り捨て。

・技術者１人当たり、３０単位まで計上可能。

～

※W（社会性等）での加点を目論んで、技術職員の総数を恣意的

に減らす等の行為は虚偽申請に当たり、判明すれば監督処分の

対象となる可能性があります。


